
特許様式 1 (2004)  Page 1 of 5 

特許様式 1 (2004)   
特許法 
(Cap. 221) 
特許規則 
規則 19および 26  
   

 
シンガポール知的財産権庁 

 
第 25条に基づく特許付与を求める願書 

 
*は必須記入項目です。 

 
 
 
1. 出願人参照番号*   

 

 
 
2. 発明の名称* 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 出願人の詳細* （注釈 3を参照）             出願人の人数 
 
 
(A) 名前  
 
 
 
住所 
 
 
 
 
州         国  
 
 

法人出願人     個人出願人 
 
 
設立州        居住州 
 
 
 
設立国       居住国 
 
 
 その他（下欄に具体的に明記のこと） 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B) 名前  
 
 
 
住所 
 
 
 
 
州         国  
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法人出願人     個人出願人 

 
 
設立州        居住州 
 
 
 
設立国       居住国 
 
 
 その他（下欄に具体的に明記のこと） 
 
 
 
 
 
 
 
(C) 名前  
 
 
 
住所 
 
 
 
 
州         国  
 
 

法人出願人     個人出願人 
 
 
設立州        居住州 
 
 
 
設立国       居住国 
 
 
 その他（下欄に具体的に明記のこと） 
 
 
 
 
 
 

さらなる出願人を続葉 1に記載 
 
 
 

4. 第 17条(2)に基づく優先権主張（注釈 5を参照） 
 
A. 国／指定国 
           年 月 日  
 
出願番号        出願日 
 
 
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
 
B. 国／指定国  
           年 月 日  
 
出願番号        出願日 
  
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
 

さらなる詳細情報を続葉 6に記載 
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5. 発明者* （注釈 6を参照） 
 
A. 出願人が単独／共同発明者である    はい  いいえ 
 
 
 
B. 特許様式 8の陳述書が提出される   はい  いいえ 

 
 
6. 下記条項に基づいて先の出願を主張 （注釈 7を参照） 
 

第 20条(3)   第 26条(6)   第 47条(4) 
 
 
 
特許出願番号   
 
         年 月 日  
 
出願日 
 

 
 
7. 第 14条(4)(C)の要求事項 （注釈 8を参照） 
 
当該発明は、国際博覧会で展示されたことがある  はい  いいえ   

 
 
8. 第 114条の要求事項 （注釈 9を参照） 
 
当該発明は、第 114条に従った開示の目的ブダペスト条約に基づいた寄託当局に寄託されている微生物に関係している、またはそうした
微生物を使用している。 
 
はい  いいえ   
 

 
 
9. 第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述 （注釈 10を参照） 
 

特許出願を求める発明の説明が、先の関係出願の引用により当該特許出願に組み入れられており、かつ、出願時での当該先の関

係出願に完全に含まれている。 
 
 
10. チェックリスト* 
 
(A) 本出願は下記の枚数で構成される。 
 
 
i. 願書      枚 
 
 
ii. 明細書      枚 
 
 
iii. 請求範囲      枚 
 
 
iv. 図面      枚 
 
 
v. 抄録      枚 

（注：公開時に抄録に添付すべき 
図面がある場合、その数を抄録に 
明記のこと） 

 
合計枚数       枚 
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(B) 出願提出時の添付書類： 
 

 
発明者要件および付与権の   国際博覧会の証明書 
陳述書    

 
 
 
11. 代理人の詳細 （注釈 11、12、13を参照） 
 
 
名前  
 
 
 
 
会社 
 

 
 
12. シンガポール国内の送達宛先* （注釈 11を参照） 
 
 
ブロック／    階    部屋番号／私書箱 
家屋番号 
 
 
街路名 
 
 
 
建物名 
 
 
 
郵便番号 
 

 
 
13. 出願人もしくは代理人の名前、署名、宣言（該当する場合）* （注釈 13を参照） 
（該当する場合はチェックボックスの中にバツ印を付けてください） 
 
 

私、署名者は、本出願の目的において本書第 3項に記載の出願人に代わる代理人として行動する正当な権限を有していることを
ここに宣言します。 
 
 

 
 
        年 月 日 
 
_______________________________________ 
 名前および署名 
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注釈： 
 

1. 本様式に記入の上、他の出願書類と共に特許登録局に持参もしくは送付してください。所定の期間内に出願料を納付してくださ

い。 
 

2. 太字で示されているチェックボックスには、該当するものにバツ印を記入してください。 
 

3. 第 3項に設けられている欄に、各出願人の名前と住所を記入してください。 
出願人が個人である場合 
－ 個人の名前をフルネームで示し、姓には下線を引いてください。  
－ 各個人の住所も所定の欄に記入してください。 
－ 「個人出願人」のチェックボックスにバツ印を記入してください。 
 
出願人が法人である場合 
－ 法人は、法人名および設立国を記入し、該当する場合にはその国内における設立州も所定の欄に記入してください。 
－ 法人の住所も所定の欄に記入してください。 
－ 「法人出願人」のチェックボックスにバツ印を記入してください。 
 
出願人がパートナーシップである場合 
－ パートナー全員の詳細を記入しなければなりません。各パートナーの名前をフルネームで示し、姓には下線を引いてくださ

い。  
－ 各パートナーの住所も所定の欄に記入してください。 
－ 「その他」のチェックボックスにバツ印を記入し、パートナーシップの名前と住所を所定の欄に記入してください。 

 
4. 「国」の欄には、特許登録国で入手可能な標準国名コード表を参照して当該国に対応する国名コードを記入してください。 

 
5. 第 4 項の第 17 条(2)に基づく優先権主張では、先の出願がある場合、その出願日、出願が行われた国、出願番号を記入してくだ

さい。依拠する出願が国際出願もしくは欧州特許出願など地域特許出願である場合、かかる出願で指定されている国のいずれか

［特許法第 17条に該当するもの］を特定し、その国を所定の欄に記入してください。 
 

6. 出願人が単独発明者もしくは共同発明者である場合は、第 5 項で宣言(A)の「はい」のチェックボックスともう 1 つの陳述(B)の
「いいえ」のチェックボックスにバツ印を記入してください。そうでない場合は、宣言(A)の「いいえ」のチェックボックスにバ
ツ印を記入し、特許様式 8による陳述書を提出しなければなりません。 

 
7. 第 20 条(3)、第 26 条(6)、もしくは第 47 条(4)により出願が行われる場合、該当する条項を第 6 項で特定し、当該の先の出願ま

たは当該の先の出願に対して付与された特許の出願番号を記入してください。 
 

8. 出願人が第 14 条(4)(c)に従って自己の発明品の国際博覧会での先の開示が無視されるよう希望する場合は、第 7 項の「はい」の
チェックボックスにバツ印を記入してください。それ以外の場合は、「いいえ」のチェックボックスにバツ印を記入してくださ

い。 
 

9. 発明の開示においてブダペスト条約に基づいた寄託当局に寄託されている単一もしくは複数の微生物を出願で言及する場合は、

第 8 項の「はい」のチェックボックスにバツ印を記入してください。それ以外の場合は、「いいえ」のチェックボックスにバツ
印を記入してください。特許規則の附則 4も参照してください。 

 
10. 出願人が第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述を行う場合は、本様式の第 10項に基づく説明は提出されません。 

 
11. 代理人が任命される場合、「代理人の詳細」および「シンガポール国内の送達宛先」の欄に記入してください。その内容は対応

する特許様式 41 の記載内容と同じでなければなりません。代理人が任命されない場合は、「シンガポール国内の送達宛先」の
欄に記入し、「代理人の詳細」は空白のままにしてください。 

 
12. 個人が代理人に任命される場合、「代理人の詳細」の「名前」欄に当該個人のフルネームを記入しなければなりません。「会

社」欄は空白のままでかまいません。パートナーシップ／法人が代理人に任命される場合は、「代理人の詳細」の「会社」欄に

当該パートナーシップ／法人の名前を記入しなければなりません。「名前」欄は空白のままでかまいません。 
 

13. 特許法の第 104 条と第 105 条、特許規則の規則 90 と規則 105、ならびに 2001 年特許（特許代理人）規則を参照してください。 
 

14. シンガポールの居住者である出願人は、公表されたならばシンガポールの防衛上または公衆の安全上の不利益となるおそれがあ
る情報が出願に含まれていると特許登録局がみなした場合、特許登録局はその公表もしくは伝達を禁止または制限できることに

ご注意ください。シンガポールの居住者であって、他国における特許権保護の出願を希望するいかなる者も、シンガポールにお

いて同一の発明についての特許を出願済みでない限り、シンガポール特許登録局の許可を先に得なければなりません。同一発明

について特許を出願済みである場合も、シンガポールにおける出願から少なくとも 2ヶ月後までは、ならびに登録官により第 33
条に基づくいかなる指示も与えられていないかまたはそうした指示が取り消されているのでない限りは、いかなる外国出願も行

うことはできません。特許法第 33条および第 34条を参照してください。 
 

15. 特許様式に設けられている記入欄では足りない場合は、しかるべき続葉に記入してください。使用されていない続葉は特許登録
局に提出する必要はありませんので、ご注意ください。 

 



  
シンガポール知的財産権庁 

 
続葉 1 

 
 

続葉の対象となる項： （注：いずれか 1つのチェックボックスのみにバツ印を記入） 
 
 特許様式 1の第 3項    特許様式 39の第 3項 
 

 
特許様式 37の第 6項    特許様式 48の第 3項 

 
 
 
名前  
 
 
 
住所 
 
 
 
 
州        国  
 
 

 
法人出願人     個人出願人 

 
 
設立州        居住州 
 
 
 
設立国       居住国 
 
 
 その他（下欄に具体的に明記のこと） 
 
 
 
 
 
 
名前  
 
 
 
住所 
 
 
 
 
州        国  
 

 
法人出願人     個人出願人 

 
 
設立州        居住州 
 
 
 
設立国       居住国 
 
 
 その他（下欄に具体的に明記のこと） 
 
 
 
 
 
    
   さらなる出願人を別の続葉 1に記載 
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続葉 6 

 
 
特許様式 1の第 4項の続葉 
  
                   年 月 日  
 
国／指定国     出願日   
 
 
出願番号 
 
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
 
                   年 月 日  
 
国／指定国     出願日   
 
 
出願番号 
  
  

この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 
（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  

 
                   年 月 日  
国／指定国       出願日   
 
 
出願番号 
  
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
 
                   年 月 日  
 
国／指定国       出願日   
 
 
出願番号 
  
 
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
 
                   年 月 日  
国／指定国       出願日   
 
 
出願番号 
  
 
 この情報は第 26条(1)(c)(ii)(B)の要求事項を満たすために提供されるものである。 

（第 26条(1)(c)(ii)(C)に基づく陳述は第 9項に記載）  
  
 
                     
 

上記以外の詳細情報を別の続葉 6に記載 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


